
- 1 - 

令和２年９月８日

令和２年 第１回恵庭市公営企業経営審議会の書面開催の内容に関するご質疑と回答

令和２年８月７日付に書面開催のお知らせしておりました標記協議会につきまして、令和２年８月２１日ま

でご意見を募集し、以下のとおりご意見を頂きましたので、回答致します。

NO ご質疑 回答

1 資料１：２ページ

4行目 「4,261千円」は「14,261千円」で
はないでしょうか。

5 行目 同様に、136,556 千円→136,566 千
円、11,165千円→11,175千円でしょうか。

委員ご指摘のとおり、資料１：２ページの 4行目「4,261
千円」を「14,261 千円」に、5 行目「136,556 千円」を
「136,566千円」に「11,165千円」を「11,175千円」に、
修正いたします。

2 資料１： ２ページ

（資本的収支）の 1行目：公共下水道整備費
1,055,587千円とありますが、表では 1,144,246
千円となっており、したがって前年度比

147,190千円の増加という記述も、表に見当た
らず、また、その「要因」とされる「これは」

につづく汚泥乾燥施設全体設計委託の委託料

等々の数字の関係（どう計算したらこの公共下

水道整備費の増加分になるのか）がよく理解で

きませんでしたので、お手数ですがご説明お願

いいたします。

委員ご指摘のとおり、資料１：２ページの 5）（資本的収
支）の 1行目「1,055,587千円」を「1,144,246千円」に、
「147,190千円」を「172,146千円」に、２行目「200,399
千円」を「217,373千円」に修正し、３行目の終末処理場
以下、5行目の工事請負費までを削除し、「負担金が前年度
比 43,600 千円の増加、工事請負費が前年度比 90,714 千
円」を追加いたします。誤記載となりました金額について、

資本的収支においては、本来税込み金額を記載するところ

を、税抜き金額で記載していたことと、増減の要因につい

ては、前年決算対比で記載するところを、予算決算対比の

要因を記載しておりました。

3 資料１：２ページ

５～６行目は当年度純損益ではなく、純利益で

は？

委員ご指摘のとおり、資料１：２ページの 5～6行目「当
年度純損益」を「当年度純利益」に修正いたします。

4 資料１：３ページ

下水道事業では黒字は出ているが，当該年度の

長期前受金戻入の金額に比べて純利益額が小

さい。汚水処理原価の回収率はどの程度になっ

ているのでしょうか。また，資金残高は今後の

事業計画・元金償還計画にとって十分な金額が

計画的に確保できているのでしょうか。

委員ご指摘の、汚水処理原価の回収率ですが、当市業務

指標値の経費回収率（使用料回収率）は、上記計算方法に

より算出され、平成 29年度 97.49％、平成 30年度 97.45％、
令和元年度 95.58％と下降傾向となっております。要因と
しまして、分子にあたる下水道使用料の減収、及び平成 29

       下水道使用料

経費回収率＝          ×100 
汚水処理費（※公費負担分を除く）

※公費負担分＝一般会計繰入金（基準内）
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年度より一般会計繰入金が減額され控除額が減少したこ

とにより分母にあたる汚水処理費が増加したことによる

ものです。

次に、資金残高及び今後の事業計画・元金償還計画によ

る健全経営ですが、下水道事業経営戦略収支見通しについ

て、令和元年度決算値を反映して今後の見通しを推計した

結果を基に、令和 3年度予算で３条経費の適正配分につい
て見直しを行い、経費圧縮を図ります。また、経営指標値

の流動資産比率１５０%以上の確保、企業債残高範囲内の
企業債借入制限等を行うことにより、資金残高の確保に努

めます。また、令和 3年度中にビジョン策定及び経営戦略
の改定を行い、下水道事業の経営基盤強化を図り、健全経

営に努める予定としております。

5 資料１：２ページ

（4）の（資本的収支）に記載のある北海道の負
担金とは？

委員ご指摘の資料１：２ページ（4）に記載のある負担金
の内容ですが、北海道が事業主体で実施する基線跨線橋架

け替え工事に伴い既設水道管の移設が必要となりますが、

その費用の一部を原因者であります北海道が負担するも

のです。 

6 資料１：２ページ

資本的収支不足額 423 百万円を損益勘定留保
資金等で補填したとあるが、具体的にはどの勘

定の金額をいじったのか？通常、補てんとは弁

済という意味では？

委員ご指摘の資料１：２ページ資本的収支不足額 423百
万円を損益勘定留保資金等で補てんについてですが、地方

公営企業会計では４条予算の収支不足額については、３条

予算の収益的収支等からの利益（減債積立金処分額）や損

益勘定留保資金（減価償却費等の非現金支出費用）等で補

填するしくみ（補てん財源制度）の会計処理となっており

ます。（別紙参照：収益的収支資本的収支の関係）

7 資料１：

全給水人口 69,389 人のうち納付書収納の件数
は？

令和元年度実績としましては、全収納件数 185,166 件
（１年分：年６回）に対し、口座振替が 137,442 件
（74.23％）、納付書払が 47,724件（25.77％）となってお
ります。

［参考］69,389人のうち納付書収納件数を人数で算出した場合

69,389人×25.77%=17,882人（推定）

8 資料２：

課題２収納代行業者の撤退により、業者による

メリットや金額の比較が困難」とはどのような

資料内の収納代行業者とは最大手の収納代行業者を意

味します。道内において、現状、その他の収納代行業者の

実績等が確認できていないことから、「クレジットカード
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意味ですか？ 決済導入における、業者別のカード利用者が受けるメリッ

トや金額の比較が困難である」という意味で記載を致しま

した。

9 資料３：緊急貯水槽は一か所で終了ですか。 緊急貯水槽の整備計画としましては、令和 9年度までに
現在整備しています 1基を含め、市内全 4基を整備する計
画となっております。

ただし、今後の整備につきましては中長期的な財源見通

しによる財源確保や一般会計の負担など検討事項もあり、

財政部局と協議し整備を実施していく予定となっており

ます。

10 資料３：

災害時に断水が発生した場合に３日間の供給

が可能とあるが、通常時には供給しないと思う

が、その場合に貯水槽内の水は真水として何日

間貯水することが可能ですか。

緊急貯水槽の構造は、水道本管と繋がっており、貯水槽

内の水は常に水道本管内と同じく新鮮な水が流れている

状態です。

尚、災害時などで水道本管が破損した場合には、緊急貯

水槽と水道本管が自動的に遮断され貯水槽内に水が蓄え

られる仕組みとなっています。

11 資料５：１ページ

「合併浄化槽」事業が使用者負担をしてもらえ

ないために遅れていることから，「個別排水処

理施設の整備方針について、実態に合わせた変

更の検討」が必要とされています。普及の遅れ

を追認する形と読めますが，環境負荷の面から

積極的に促進していく必要はないのでしょう

か。

個別排水処理施設整備事業は、下水道事業計画区域外で

下水道整備が近年中に見込めない地域の家屋を対象に整

備を実施していますが、高齢者世帯が多く合併処理浄化槽

の設置に要する工事費の１割を使用者に負担して頂くこ

ととなっているほか、トイレの水洗化工事や排水設備工事

に要する費用が必要となる場合があり、多額の使用者負担

が生じます。

また、法令上も、新設を除き合併処理浄化槽の設置義務

はなく、計画どおりの普及が見込めない状況であることか

ら、計画の見直しを検討する必要があると考えています。

しかしながら、公共水域の保全ならびに水洗化による生

活環境の改善を図るため、施設周辺地域対策として生活環

境部が実施している助成制度やトイレの改造費に係る貸

付制度など積極的に周知を行い、普及促進を図って参りま

す。

12 資料５：２ページ

投資計画の見直し」は，ストックマネジメント

による「改築・修繕計画」を反映したものにな

投資計画の見直しについては、管渠及び処理場のスト

ックマネジメント計画や耐震補強整備計画などの整備

費を反映しております。
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っているのでしょうか。

13 資料５：２ページ

「財政計画」に関して，「また財務内容について

も、平成 30 年度決算・令和元年度決算で建設
改良費が減少したこと等を背景に、当初計画に

比べ現金残高の増加などによる改善が見込ま

れます。」とありますが，別の項目で記述あると

おり計画どおりに事業が進捗していないので

あれば，「現金残高が・・・改善」という表現は

誤解を生むのではないでしょうか（事業を先送

りすれば財務内容は形式上改善します）。先送

りした事業に必要な現金を除いた形で現金残

高が増加したのか減少したのか判断し，財務状

況について評価した方がよいのではないでし

ょうか。

財務状況の分析としては、P5・P6 にておおむね整理で
き、現金預金について別出しで特筆する必要はないものと

考えます。

よって、『また、財務内容についても・・・見込まれます。』

の記述を削除させていただきます。

14 資料５：５ページ

令和元年度、「その他」が当初の計画より△

49,680千円になっている原因を教えて下さい。

当初計画における一般会計負担金の一部を誤って「その

他」に計上していたことが原因でした。記載内容を修正い

たします。

修正後の、営業外収益「その他」については、△2,749千
円となっております。

15 資料５：５ページ

②令和 2年度の、Ⓐ下水道事業分の（配当金を
除いた）収益額について。収益は 38,838千円、
費用では配当金 31,775 千円とあるので、Ⓐは
7,062千円になるのでしょうか。

FIT事業ガス売却における収支について
令和２年度は、ガス売却事業の全収益額（70,614千円）
から、一般会計への分配（31,776千円）を見込んでおり、
下水道事業の収益額は 38,838千円となります。
当初計画では、下水道事業・一般会計において売却益分

を折半して受領する予定でしたので、下水道事業分の収益

額を、19,223千円として計上しておりました。
計画実施にあたり、ガス売却益を、いったん全額下水道

事業で受領したうえで、ごみ焼却施設等にかかる分を一般

会計へ分配することになりました。

よって、ご質問のⒶは、38,838千円となります。

※分析における FIT 事業ガス売却益（70,623 千円）中
には、FIT事業にかかる行政財産使用料 9千円が含まれて
おります。
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16 資料５：５ページ

③当年度の純利益について、「利益が改善」とあ

りますが、ＦＩＴ事業の収益は、前述のように

配当金を含んでおり、改善しているように見え

るだけではないでしょうか。見かけの改善を得

るために、配当金を算入することはあまり適切

ではないように思われますがいかがでしょう

か。

「見かけ上の収支改善を示すため」に今回の収支見通し

で当初計画にない配当金を計上したわけではありません。

当初計画では、FIT事業ガス売却益を折半して下水道事
業・一般会計それぞれで受領する予定でしたが、計画実施

にあたり、いったん全額下水道事業で受領し、バイオガス

発生にかかる下水道処理施設と廃棄物処理施設にかかる

年間ランニングコストにより配分割合を決めて、一般会計

へ分配することになりました。

当初の下水道事業の収益は前述のとおり、19,223千円の
予定でしたが、R2 年度見込みにおいては、収入と配分の
差額 38,838 千円が実収益となり、その分収益が改善する
見込みです。

17 資料５：５ページ

（４）委託料 213,210千円が未払い金となった
理由とその後どのように処理されたのかを教

えて下さい。

平成 30 年度において、汚泥乾燥施設設備工事委託
（205,476 千円）につきましては、検収が H31.3.20 だっ
たことから、H31.3.27 に支出伝票の起票はされておりま
すが、決算時（H31.3.31）までに支払いが終了しなかった
ことによる未払金計上となります。（H31.4.10）に支払い
完了しております。）

その他（合計 7,734千円）につきましても H31.4.10 に
支払いが終了しております。

18 資料６：

猶予期間の設定は個々のケースとのことです

が、目安はありますか。

また最短・最長期間、金額は？

委員ご指摘の資料 6、猶予期間設定の目安ですが、猶予
申請者により、猶予期間を設定しており、最長 4か月まで
の対応としております。なお、猶予金額については、平均

で 1万円前後となっております。


